
 　　　令　和　８　年　度（2026年）

仕          様          書

業務名称　　発寒破砕工場中間整備業務

札幌市環境局環境事業部発寒清掃工場



​共　通　仕　様　書​

​Ⅰ　委託業務の概要​

​１　業務名称​

​発寒破砕工場中間整備業務​

​２　業務内容​

​本委託業務は、工場全体の安定した稼動を確保することを目的とし、各設備及び機器​

​の円滑かつ継続的な運転を図るための点検、整備、清掃を行うものである。​

​３　履行期間​

​契約日から令和８年９月１８日まで​

​４　履行場所​

​札幌市西区発寒１５条１４丁目２番３０号​

​札幌市発寒破砕工場​

​５　設備概要​

​(1)  回転式破砕機　　　　　㈱三菱重工製　100ton/5h　１基​

​(2)  剪断式破砕機　　　　　㈱三菱重工整　 50ton/5h　１基​

​(3)  資源物梱包機　　　　　㈱三菱重工整　　5ton/h   １基​

​６　業務範囲　​

​本共通仕様書、整備仕様書及び図面（複写厳禁）のとおり。​

​７　再委託について​

​再委託する場合は、事前に再委託承諾願を提出し、委託者の承諾を得ること。​

​なお、受託者は、次に掲げるものを再委託することは出来ないものとする。​

​（1）総合的な業務履行計画及び進捗管理​

​（2）整備手法の決定及び技術的判断​

​８　用語の定義​

​本仕様書で用いる用語は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、令和５年版建築保全​

​業務共通仕様書による。​

​Ⅱ　一般事項​

​１　提出図書等​

​(1) 　業務着手時に提出するもの　​

​ア　業務着手届　　　　　　　　　　　　　　　　２部​

​契約後、業務に着手した時は直ちに届け出ること。​

​（注1）着手届けの余白部分に労働基準監督署からの「労働保険関係成立の証」受領印が​

​あること。または、契約日から遡及して１年以内の受付及び受領印が押印されている保険​

​関係成立届、年度更新申告書等の法定様式控え等を添付すること。なお、上記保険成立印​

​取得に時間を要する場合は、「労働者災害補償保険関係成立証明書」を後日提出すること​

​も認めるが、その間現場での実作業は行えない。​

​イ　業務責任者指定通知書　　　　　　　　　　　２部​

​ウ　業務責任者経歴書　　　　　　　　　　　　　２部​

​エ　業務日程表　　　　　　　　　　　　　　　　２部​

​(2) 　現場作業前に提出するもの（該当しない項目は除外可）​

​事前に施設管理担当者に提出の上、承諾を得ることとし、内容に不足、疑義等があった​

​場合には、承諾を得るまで作業ができないものとする。​

​ア　安全管理体制表　　　　　　　　　　　　　　２部​

​　ｱ) 安全管理体制・安全活動計画​

​イ　施工管理　　　　　　　　　　　　　　　　　２部​

​　ｱ) 履行（施工）計画書​

​　　①連絡体制・履行体制表​

​　　②資格者名簿（本業務に必要な資格）​
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​　　③仮設・搬入計画​

​ｲ) 整備要領書​

​　整備毎に整備手法、手順など詳細な作業手順書を記載すること。​

​ｳ）立会項目一覧表　　　　　　　　　　　　　​

​　施設管理者の立会を要する項目と予定日時を記載すること。​

​ウ　品質管理　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２部​

​　ｱ) 品質管理体制・社内検査体制表​

​ｲ) 測定機器一覧　　　　　　　　　　　　　​

​（使用予定測定機器の検査成績書及び校正履歴等の管理記録）​

​　ｳ）品質管理チェックシート​

​　　（自主検査で確認する項目・基準・精度の目標等を記したもの）​

​(3) 　現場作業中に提出するもの​

​ア　作業日報　　　　　　　　　　　　　　　　　１部​

​イ　週間予定表　　　　　　　　　　　　　　　　１部​

​(4) 　業務完了時に提出するもの​

​　ア　提出図書目録　　　　　　　　　　　　　　　２部​

​イ　整備報告書　　　　　　　　　　　　　　　　２部​

​整備毎に整理し、一括提出すること。​

​整備及び検査等に使用する測定機器等については、検査成績書及び校正履歴などの​

​管理記録を併せて提出すること。​

​また、該当設備・機器について熟知した者が作業を行い、次回交換推奨部品や点検​

​推奨項目等を報告書に記載すること。​

​ウ　業務記録写真　　　　　　　　　　　　　　　２部​

​業務記録写真は、各整備の整備前、整備中、整備後を撮影し提出すること。​

​原則として印刷物及び電子媒体の両方を提出すること。印刷物の１部は両面カラーコ​

​ピー​

​とする。また、写真の整理は以下のとおりとする。​

​・写真は、有効画素数が100万画素程度から300万画素程度（1200×900ピクセル程度​

​から2000×1500ピクセル程度）のデジタル写真とする。​

​・写真の大きさは、原則としてDSC(89×119)とする。​

​・写真はＡ４Ｓ版以内のファイルに整理する。​

​・プリンターはフルカラーで300dpi以上​

​・用紙、インク等は通常の使用条件のもとで、３年間程度顕著な劣化の生じないもの​

​エ　試験成績表（各種測定表を含む) 　　　　　　２部​

​測定結果については、委託者が別途示す基準値及び許容値を併記し、良否判断が可​

​能な​

​構成とすること。​

​オ　業務完了届　　　　　　　　　　　　　 　　 ２部​

​(5) 　発注者の必要に応じて提出を求めるもの　　　　​

​名称及び提出時期は次のとおり。　　　　​

​ア　法定検査用図書（法定検査前）　　　　　　１部​

​イ　施設管理担当者との打合せ記録簿（打合せの都度)　 １部​

​ウ　異常報告書（速報）​

​　　各種測定記録時に管理基準値外の数値を計測した場合又は異常の疑いが見られる場合​

​にはただちに速報を提出すること。​

​(6) 　提出図書等の様式​

​提出する書類等の様式は、事前に施設管理担当者と協議のうえ、承諾を受けること。​

​２　検査に使用する測定器及び計装用計器（以下、「測定器等」という）​

​(1)​​検査に使用する測定器等は、校正又は点検調整済みの機器とし、事前に校正記録、検査成​

​績書、点検表及び使用期限を明示した記録を提出し、施設管理担当者の承諾を受けること。​

​　 (2) 測定器等は、その測定に必要とされる精度のものを使用すること。​
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​(3)​​測​​定​​器​​等​​は​​十​​分​​な​​保​​管​​管​​理​​を​​行​​い、​​使​​用​​し​​な​​い​​時​​は​​専​​用​​の​​ケー​​ス​​及​​び​​場​​所​​に​​保​​管​​し​​損​​傷​​等​​に​

​よる測定値の誤りのないようにすること。​

​　​ ​(4)​ ​測​​定​​器​​等​​を​​損​​傷​​さ​​せ​​た​​場​​合​​及​​び​​誤​​測​​定​​が​​発​​生​​し​​た​​場​​合​​は、​​代​​替​​品​​に​​よ​​り​​再​​測​​定​​を​​行​​う​​こ​​　​

​　　　と。この場合も(1)同様事前承諾を受けること。​

​３　適用法令​

​(1)​ ​「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「電気事業法」「労働安全衛生法」等の関係法令​

​に基づいて業務を行うこと。​

​(2) 　その他適用法令及び適用規格​

​業務の履行にあたり、下記の関連法令及び規格を遵守すること。​

​ア　日本産業規格​

​イ　内線規程​

​ウ　消防法​

​エ　建築基準法​

​オ　建設業法​

​カ　その他関連法令、規格​

​４　業務条件​

​業務の実施時間帯は、原則として下記のとおりとする。​

​・業務時間：８時３０分～１７時００分​

​休日（土・日曜日及び祝祭日)に業務を行う場合及び上記時間帯を超過する場合は、​

​施設管理担当者と協議すること。​

​(1)​​　​​ご​​み​​受​​入、​​ご​​み​​焼​​却​​炉​​の​​運​​転、​​焼​​却​​灰​​搬​​出​​の​​停​​止​​期​​間​​及​​び​​履​​行​​期​​間​​中​​の​​他​​予​​定​​業​​務・​

​工事は特記による。​

​(2) 　施設内入退出について​

​施設内への入退出場所・方法・時間については、施設管理担当者と調整し、承諾を受​

​ける​

​こと。​

​５　業務責任者等​

​(1)　 業務の実施に先立ち業務責任者を選任し、次の事項について書面をもって提出する。​

​なお、副業務責任者を選任する場合や業務責任者等に変更があった場合も同様とする。​

​ア　氏名​

​イ　生年月日​

​ウ　経歴書​

​エ　受託者との雇用関係を証明する書類等​

​(2)​ ​　​​業​​務​​責​​任​​者​​は​​常​​駐​​と​​し、​​業​​務​​担​​当​​者​​に​​作​​業​​内​​容​​及​​び​​施​​設​​管​​理​​担​​当​​者​​の​​指​​示​​事​​項​​等​​を​​伝​​え、​

​その周知徹底を図ること。業務責任者がやむを得ない理由により常駐しない期間が発生す​

​る場合は、副業務責任者が常駐すること。なお、常駐とは、実際に整備作業（資材・機材​

​の搬入、仮設作業 等を含む）が行われている期間   を示し、以下の期間を除く。​

​・契約から現場施工に着手するまでの期間​

​・炉の切替期間など、整備作業が全面的に一時中止している期間​

​(3)​ ​　​​本​​業​​務​​期​​間​​中​​に​​別​​契​​約​​の​​業​​務​​委​​託​​又​​は​​工​​事​​と​​重​​複​​す​​る​​場​​合、​​他​​の​​業​​務​​責​​任​​者​​ま​​た​​は​​現​​場​​代​

​理人​

​との工程調整を図ること。​

​６　業務担当者​

​(1)​​　​​次​​の​​よ​​う​​な​​資​​格​​者​​に​​よ​​る​​作​​業​​が​​必​​要​​な​​場​​合、​​関​​係​​法​​令​​等​​に​​従​​い、​​適​​切​​に​​有​​資​​格​​者​​を​​配​​置​​す​

​ること。なお、資格者は重複しても差し支えないものとする。​

​ア　第３種電気主任技術者​

​イ　第１種電気工事士​

​ウ　１級ボイラ技士​

​エ　建築物環境衛生管理技術者​

​オ　第１種圧力容器取扱作業主任者​

​カ　非破壊検査資格​
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​キ　ボイラ溶接士​

​ク　酸素欠乏危険作業主任者​

​ケ　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者​

​コ　その他関連法令等上で必要となる資格​

​７　建物内外施設等の利用​

​(1) 　居室等の利用​

​原則として利用できない。​

​(2) 　資材置場、仮設事務所​

​資材置場、仮設事務所等に必要とする用地については、施設管理担当者と十分協議し、当​

​工場の運転管理に支障が生じないように計画すること。​

​８　駐車スペースの利用​

​業務履行に伴う車両の駐車に必要とする用地は、施設管理担当者と十分協議し、当工場の​

​運転管理に支障が生じないよう計画し利用すること。​

​９　安全衛生管理​

​(1)​ ​　​​業​​務​​責​​任​​者​​は​​業​​務​​担​​当​​者​​の​​労​​働​​安​​全​​衛​​生​​に​​関​​す​​る​​安​​全​​教​​育​​に​​努​​め、​​関​​係​​法​​令​​に​​従​​い​​作​​業​​環​

​境を良好な状態に保つことに留意し、特に換気、騒音防止、照明の確保等に心掛けるこ​

​と。​

​(2) 　酸欠等作業場所​

​施設内は、酸素欠乏等の危険な箇所もあることから事前に確認し、業務担当者に周知する​

​とともに、法律等関係法令を遵守し事故防止に努めること。​

​１０　火気の取扱​

​火気を使用する場合は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を得るものとし、その取扱いに​

​際しては十分注意すること。​

​１１　喫煙の禁止​

​喫煙は、工場敷地内（車両内を含む）において禁止する。​

​１２　出入禁止箇所​

​業務に関係のない場所及び部屋への出入りは禁止する。　​

​１３　服装等​

​(1) 　業務関係者は、特記事項による他、業務に適した服装、履物で業務を実施すること。​

​(2)​ ​　​​業​​務​​関​​係​​者​​は、​​前​​号​​に​​定​​め​​る​​場​​合、​​ま​​た​​特​​別​​な​​作​​業​​に​​従​​事​​す​​る​​他​​は、​​名​​札​​又​​は​​腕​​章​​の​​着​​用​

​を義務付ける。　​

​１４　施設管理担当者の立会い​

​　作業に際して施設管理担当者の立会いを求める場合は、原則事前の申し出による。​

​１５　業務の立会い、確認​

​施設管理担当者の指示に従い、次の立会い、確認を受けること。​

​(1) 　業務開始前​

​当該設備の現状を確認し、履行体制等の準備の後、原則として施設管理担当者の確認を​

​受けること。​

​(2) 　業務実施中​

​ア　自主検査​

​受託者は、各機器の整備終了次第チェックシート等により検査し、報告すること。​

​イ　段階確認ほか​

​各整備は、指定された期間内に実施するものとし、前述の自主検査を終了した後、施設​

​管理担当者の立会、確認を受けること。​

​なお、施設管理担当者より改善指示書が出された場合は指定する期日までに改善するとと​

​もに、当該箇所の改善報告書を提出し、施設管理担当者の立会、確認を受けること。​

​１６　復　旧　​

​他の設備及び既存物件の損傷、汚染防止に努め万一損傷又は汚染が生じた場合は、速やかに​

​施設管理担当者へ報告するとともに、受託者の責任において原状復旧すること。​

​１７　その他​

​(1)​ ​　​​作​​業​​は​​本​​仕​​様​​書​​に​​基​​づ​​い​​て​​行​​い、​​部​​品​​等​​に​​つ​​い​​て​​明​​記​​の​​な​​い​​場​​合​​及​​び​​汎​​用​​品​​を​​除​​き、​​部​​品​
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​等はメーカー純正品とし規格・型番等は厳格に守ること。​

​(2) 　各作業について職種別に人工数を作業日誌等で報告すること。​

​(3) 　各機器整備後の試運転調整、完了条件は特記事項による。​

​(4) 　特許等に関わる事項は、受託者にて整理すること。​

​Ⅲ　特記事項​

​１　受託者の負担の範囲​

​受託者の負担の範囲は次による。　​

​(1) 　業務の実施に必要な車両に係る経費​

​(2) 　業務の実施に必要な工具、校正証書付計測器等機材（機器付属品は除く) 　​

​(3) 　業務の実施に必要な消耗部品、材料、油脂等（支給品除く)​

​(4) 　業務の実施に必要な事務所、エアシャワー室等の仮設設備​

​(5)​ ​業務の実施に必要な電気料金​

​なお、本体整備業務とその他の整備業務を同時期に実施する場合は、本体整備業務の受託​

​者が共用で使用するコンプレッサ等の電気料金を負担すること。​

​(6) 　業務の実施に必要な外線電話等の使用に係る経費​

​(7) 　文具等の事務消耗品​

​(8) 　日誌及び報告書の用紙、記録ファイル​

​２　業務条件​

​(1) 　破砕工場の予定停止期間​

​令和８年６月１日～令和８年６月２４日​

​(2) 　本業務履行期間中における他予定業務、工事は次のとおりである。​

​ア　発寒破砕工場計装システム機器更新業務​

​イ　発寒破砕工場排風機電動機整備業務​

​３　アスベスト事前調査等　​

​　​​(1)　「石綿事前調査等結果報告書（アスベスト調査票）」並びに「当該施設のしゅん功図等」​

​　　を貸与するので、図面及び現場の目視調査で施工場所におけるアスベスト及びその他有害物質​

​　　の有無を有資格者によって確認すること。​

​(2)　アスベスト及びその他有害物質の使用が不明な見え隠れ部分の調査については、保護具を装​

​着して、必要に応じて建材を湿潤に保ちながら手ばらしで行い、新たにアスベスト及びその他​

​有害物質を発見した場合には、速やかに作業を中止し、監督員と施工方法等について協議する​

​こと。​

​(3)　調査結果の報告​

​事前調査が完了した際は、石綿障害予防規格及び大気汚染防止法に基づき、以下のとおり各​

​種報告書等を行うこと。​

​　 ①委託者に事前調査の結果等を書面で交付し、説明すること。​

​　 ②労働基準監督署及び札幌市（環境局）に事前調査の結果等について報告を行うこと。​

​　 ③事前調査の結果等については、公衆にみやすいように掲示すること。​

​４　仮設設備等及び作業動線養生​

​(1) 　事前に仮設計画書を提出し、施設管理担当者の承諾を得ること。​

​(2) 　通路及びエレベーター等の作業動線を養生すること。​

​５　緊急措置​

​本仕様書に明記していない不測の事態が発生した場合は、速やかに施設管理担当者に報告の​

​上、処置方法を協議し対処すること。​

​６　支給材料​

​整備仕様に示すとおり。​

​また、支給材料の数量、外観、機能検査を行い、疑義がある場合は直ちに施設管理担当者へ​

​連絡すること。​

​７　廃棄物の処理​

​(1) 　業務の実施に伴う発生材の処理先（引渡場所）は以下のとおりとする。​
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​発生材・廃棄物名​ ​処理先 （引渡場所）​

​ア​ ​焼却可能なもの​ ​破砕工場ステージ剪断ごみ投入ホッパ前​

​イ​ ​廃金属​ ​破砕工場ステージ廃金属置場​

​(2)​​仮設事務所から出る廃棄物及び仮設便所の処理費用は、受託者の負担とする。​

​８　完了確認​

​受託者は、各設備・機器の整備終了後、以下の（1）（2）の検査、並びに（3）の合格条件​

​を満たしていることの確認を受けること。​

​(1) 　個別機器の整備報告書等に基づく検査​

​(2) 　試運転​

​ア　個別機器の試運転検査​

​イ　各焼却炉の試運転検査​

​(3) 　合格条件​

​ア　前述の検査において不具合、不良箇所が発見されない場合。​

​イ　前述の検査において不具合が発見された場合、直ちに原因の調査、報告を行い、補修方​

​法等について協議するものとし、​

​　　(ｱ)　その原因が受託者の責に帰するものである場合は、受託者の責任により復旧し、​

​再度、前号と同様の検査方法により不具合が発見されない場合。​

​　　(ｲ)　その原因が受託者の責に帰するものでない場合。​

​９　環境負荷の低減​

​(1)​ ​　​​本​​業​​務​​の​​履​​行​​に​​お​​い​​て​​は、​​委​​託​​者​​で​​あ​​る​​札​​幌​​市​​の​​環​​境​​マ​​ネ​​ジ​​メ​​ン​​ト​​シ​​ス​​テ​​ム​​に​​準​​じ、​​環​​境​

​負荷の低減に努めること。​

​(2)​ ​　​​施​​設​​内​​清​​掃​​作​​業​​に​​あ​​たっ​​て​​は、​​環​​境​​に​​配​​慮​​し​​た​​資​​機​​材​​及​​び​​装​​備​​等​​を​​使​​用​​し、​​極​​力​​節​​約​​に​​努​

​めること。​

​(3)​ ​　​​自​​動​​車​​等​​を​​使​​用​​す​​る​​場​​合​​は、​​で​​き​​る​​だ​​け​​環​​境​​負​​荷​​の​​少​​な​​い​​車​​両​​を​​使​​用​​し、​​ア​​イ​​ド​​リ​​ン​​グ​​ス​

​トップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。​

​(4) 　本業務の履行において使用する物品・材料等は極力環境に配慮したものを使用すること。​

​(5) 　業務に伴い排出される廃棄物は極力、減量、リサイクルすること。​

​１０　その他​

​(1) 　本仕様書に明記のない事項については、施設管理担当者と協議して決定する。​

​(2) 　疑義の発生についても前号と同様とする。​
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整備個所 図番 整備内容及び特記事項 必要資材 数量 備　考

6

　の反転を行うこと。 MQC-113-1108 6 組 支給

・上部主ｶｯﾀｰ偏心ﾘﾝｸﾞ

　カッターの反転を行うこと。 MQC-113-1109 6 個 支給

・上部主ｶｯﾀｰ座金

　ルト・ナット・座金類は交換すること。 MQC-113-1110 6 個 支給

MQC-111-1184 6 組 支給

　 　ー部の摩耗、施工中の各カッターの板厚及び ・下部主ｶｯﾀｰﾘﾝｸﾞ

　施工後の各カッター間の間隙計測を行い記録 MQC-111-1185 6 個 支給

　すること。 ・下部主ｶｯﾀｰ偏心ﾘﾝｸﾞ

MQC-111-1186 6 個 支給

　 　びカッター背板取付部の清掃、手入れを行う ・下部主ｶｯﾀｰ座金

  こと。 MQC-111-1187 6 個 支給

　検査を受けること。 MQC-113-1113 4 組 支給

・上部ｸﾛｽｶｯﾀｰ偏心ﾘﾝｸﾞ

MQC-113-1114 4 枚 支給

・上部ｸﾛｽｶｯﾀｰ座金

MQC-113-1115 4 枚 支給

MQC-116-1042 4 組 支給

・下部ｸﾛｽｶｯﾀｰ球面座金

MQC-116-1043 4 枚 支給

　 ・カッター受台

　 MQC-111-1182 1 本 支給

　

　

　
１
　
剪
断
式
破
砕
機
設
備

　
１
　
カ
ッ
タ
|
整
備

(1)　上部主カッターの反転及び下部主カッター ・上部主ｶｯﾀｰﾎﾞﾙﾄ・Wﾅｯﾄ

　 (2)　上部クロスカッターの反転及び下部クロス

　 (3)　主カッターナット及びクロスカッターのボ

(4)　下部主カッター受台を交換すること。 ・下部主ｶｯﾀｰﾎﾞﾙﾄ・Wﾅｯﾄ

(5)　施工前の各カッター間の間隙及び各コーナ

　

(6)　各カッター取付前には、カッター取付部及

(7)　カッター間隙調整後は本市担当者の立会い ・上部ｸﾛｽｶｯﾀｰﾎﾞﾙﾄ・Wﾅｯﾄ

　（カッター間隙　0.2～0.4ｍｍ以内）　

(8)　施工後の試運転確認を行うこと。

・下部ｸﾛｽｶｯﾀｰﾎﾞﾙﾄ・Wﾅｯﾄ



整備個所 図番 整備内容及び特記事項 必要資材 数量 備　考

7 ・下部ｸﾛｽｶｯﾀｰﾎﾙﾀﾞｰ摩耗板

　すること。 MQC-116-1044 2 組 支給

8

　 MQC-124-1090 1 式 支給

9 4 個 支給

　度計測を行い、記録すること。 MQC-151-0421-⑧

4 組 支給

　交換を行うこと。 MQC-151-0378

　※施工時に伴う廃油は指定容器に保管し、ろ過 8 組 支給

　して再使用します。 MQC-151-0380

・ダストワイパー 4 個 支給

　 　こと。 MQC-151-0421-⑦

　 　①ﾛｯﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ部、ﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ部及び配管接続部 ・ロッドブッシュ（Ⅰ） 4 個 支給

　 　　（ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾀﾝﾄﾞ側も含む）より油漏れのない MQC-151-0391

　　ことを確認すること。 ・ロッドブッシュ（Ⅱ） 4 個 支給

　 　②異音、発熱の無いこと。 MQC-151-0392

　③配管及びｼﾘﾝﾀﾞ内のｴｱ抜を十分に行うこと。 ・ストップリング（Ⅰ） 4 個 支給

　 　④施工時にこぼれた油は完全に除去すること。 MQC-151-0416

・ストップリング（Ⅱ） 4 個 支給

MQC-151-0417

　
１
　
剪
断
式
破
砕
機
設
備

　
2
　
下
部
ｸ
ﾛ
ｽ
ｶ
ｯ
ﾀ
❘
ﾎ
ﾙ
ﾀ
ﾞ
❘
整
備

(1)　下部クロスカッターホルダー摩耗板を交換

　 (2)　施工後の試運転確認を行うこと。

　

　
3
　
プ
ッ
シ
ャ
|
摺
動
板
整
備

(1)　プッシャー摺動板を交換すること。 ・ﾌﾟｯｼｬｰ摺動板(1)〜(5)

(2)　施工後の試運転確認を行うこと。

　

　
4
　
ウ
イ
ン
グ
シ
リ
ン
ダ
整
備

(1)　施工前および施工後の油圧シリンダ動作速 ・Ｏリング(ピストン部)

(2)　油圧シリンダの分解整備及び消耗部品の
・Ｖパッキン(ロッド側)
　オスメスアダプタ含む

・Ｖパッキン(ピストン側)
　オスメスアダプタ含む

(3)　施工後の試運転を行い、動作確認を行う

(4)　施工後の試運転確認を行うこと。



整備個所 図番 整備内容及び特記事項 必要資材 数量 備　考

10 1 個 支給

　計測を行い記録すること。 MQC-151-0420-⑨

1 組 支給

　交換を行うこと。 MQC-151-0322

　※施工時に伴う廃油は指定容器に保管し、ろ過 2 組 支給

　して再使用します。 MQC-151-0326

・ダストワイパー 1 個 支給

  こと。 MQC-151-0420-⑤

　①ﾛｯﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ部、ﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ部及び配管接続部 ・銅パッキン 2 枚 支給

　　（ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾀﾝﾄﾞ側も含む）より油漏れのない MQC-161-1036-⑦

　　ことを確認すること。 ・ロッドブッシュ（Ⅰ） 1 個 支給

　②異音、発熱の無いこと。 MQC-151-0319

　③配管及びｼﾘﾝﾀﾞ内のｴｱ抜を十分に行うこと。 ・ロッドブッシュ（Ⅱ） 1 個 支給

　④施工時にこぼれた油は完全に除去すること。 MQC-151-0320

・ストップリング（Ⅰ） 1 組 支給

MQC-151-0408

・ストップリング（Ⅱ） 1 組 支給

MQC-151-0409

11

C-119500-16 1 枚 支給

・Ｏリング

　確認すること。 C-119500-10 2 個 支給

・ガスケット（水側）

　が無い事を確認すること。 2 枚 支給

・防食亜鉛棒

3 個 支給

・掃除棒

メーカー純正品 1 本 支給

　
１
　
剪
断
式
破
砕
機
設
備

　
5
　
プ
ッ
シ
ャ
|
シ
リ
ン
ダ
整
備

(1)　施工前及び施工後の油圧シリンダ動作速度 ・Ｏリング(ピストン部)

(2)　油圧シリンダの分解整備及び消耗部品の
・Ｖパッキン(ロッド側)
　オスメスアダプタ含む

・Ｖパッキン(ピストン側)
　オスメスアダプタ含む

(3)　施工後の試運転を行い、動作確認を行う

(4)　施工後の試運転確認を行うこと。

　
6
　
油
圧
ユ
ニ
ッ
ト
整
備

(1)　施工前に冷却水量の確認を行うこと。 ・ガスケットB

(2)　ｵｲﾙｸｰﾗｰの分解清掃・点検を行うこと。

(3)　組立後、気密試験を行い、漏れが無い事を

(4)　施工後、水量調整を行い、油漏れ、水漏れ

JIS10K用

C-119500-27・28



整備個所 図番 整備内容及び特記事項 必要資材 数量 備　考

12

　し、記録すること。

　ること。

（対列どうしの合計差及びローター取付後の左右 　 　 　 　 　

（施工後の測定は複数箇所とし、振幅最大値は

13 ・ﾌｨﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ

　交換を行うこと。  MRC-203-1037 1 枚 支給

14 ・ﾄﾗｯｸﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

444 組 支給

　び点検を行うこと。 ・トラックローラ

MRC-401-4037-⑦ 3 組 支給

　な場合は調整を行うこと。

　
２
　
回
転
破
砕
機
設
備

　
１
　
ハ
ン
マ
|
整
備

(1)　各ハンマーの反転を行うこと。

(2)　各ハンマーの重量計測を行うこと。

※ 重量精度は2/100-ｋｇとする。　

(3)　ハンマーボルトの摩耗及び曲がりを計測

(4)　ハンマーは重量バランスを考慮して取付け

　合計差は、200ｇ以内とする）

(5)　施工前後に、振動計測を記録すること。

　100μm以下とする）

(6)　施工後の試運転確認を行うこと。

　
２
　
カ
ッ
タ
|
バ
|
整
備

(1)　カッターバー反転及びフィラープレートの

(2)　カッターバーの摩耗計測を行うこと。

(3)　施工後の試運転確認を行うこと。

 
３
　
コ
ン
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
フ
ィ
|
ダ
整
備

(1)　施工前、施工後の電流計測を行うこと。

(2)　既設フライトを全数取外し、内部の清掃及 MRC-401-4011　　　　　　　　　　　　　　　

(3)　D4リンクチェーンの張り計測を行い、必要

(4)　トラックローラを交換すること。

(5)　駆動軸周りの清掃を行うこと。

(6)　施工後の試運転確認を行うこと。



整備個所 図番 整備内容及び特記事項 必要資材 数量 備　考

15 ・ごみ掻き板

MRC-001-1186-⑤⑥ 8 枚 支給

※　各種肉盛溶接は、新品形状を模した銅板を ・溶接ﾜｲﾔｰ

　準備したうえ肉盛溶接を行うこと。　 80 kg 支給

　こと。

 する。

16 （回転用オイルクーラ）

C-119400-16 1 枚 支給

・Ｏリング

C-119400-10 2 個 支給

　無い事を確認すること。 ・ｶﾞｽｹｯﾄ（水側）

2 枚 支給

　無い事を確認すること。 ・防食亜鉛棒

3 個 支給

・掃除棒

メーカー純正品 2 本 支給

17 （潤滑油用オイルクーラ） ・オイルクーラ

SHC-309F1 2 台 支給

　無い事を確認すること。

　無い事を確認すること。

　
２
　
回
転
破
砕
機
設
備

　
４
　
破
砕
機
内
部
整
備

(1)　ごみ掻き板を交換すること。

(2)　センターディスクの肉盛溶接を行うこと。

MG60相当品

(3)　破砕機本体の清掃を行うこと。 20㎏/巻（1.2mm）

(4)　施工後、ﾊﾞﾗﾝｽ調整及び振動計測を行う

※　振幅最大値はロータ単体で50μｍ以下と

(5)　施工後の試運転確認を行うこと。

　
５
　
油
圧
ユ
ニ
ッ
ト
整
備

・ｶﾞｽｹｯﾄB

(1)　施工前に冷却水量の確認を行うこと。

(2)　ｵｲﾙｸｰﾗの分解清掃・点検を行うこと。

(3)　組立後、30分後の気密試験を行い、漏れの

(4)　施工後水量調整を行い、油漏れ、水漏れが JIS10K用

(5)　施工後の試運転確認を行うこと。 C-119400-27・28

(1)　施工前に冷却水量の確認を行うこと。

(2)　ｵｲﾙｸｰﾗの交換を行うこと。

(3)　組立後、30分後の気密試験を行い、漏れの

(4)　施工後水量調整を行い、油漏れ、水漏れが



整備個所 図番 整備内容及び特記事項 必要資材 数量 備　考

18

　　側板、底板、ﾗﾑ天板の摩耗計測を行うこと。

19 ・シュー

MSB-620-3281-52 8 枚 支給

  が無い事を確認すること。 ・シュー

MSB-620-3281-53 4 枚 支給

20

　　ﾛｰﾗﾁｪｰﾝｺﾝﾍﾞﾔ及びﾄﾞﾗｲﾌﾞﾁｪｰﾝの点検を行う

　　こと。

　　こと。

　　の取付け状況確認及び動作確認を行うこと。

　　の緩み確認の点検及び清掃を行うこと。

　
３
　
貯
留
・
搬
出
設
備

　
１
　
№
1
、
2
コ
ン
パ
ク
タ
点
検
整
備

(1)　№1、2ｺﾝﾊﾟｸﾀの点検を行うこと。

(2)　各シューの目視点検を行うこと。

(3)　スクレーバーの目視点検を行うこと。

(4)　ｺﾝﾊﾟｸﾀ本体で破砕ごみと接触し、摩耗する

(5)　電磁弁類の動作確認を行うこと。

２
　
№
1
、
2
コ
ン
パ
ク
タ
シ
ュ
|
整
備

(1)　ｺﾝﾊﾟｸﾀｶﾞｲﾄﾞｼｭｰの交換を行うこと。

(2)　無負荷運転にてラム前後退時に異音・振動

３
　
コ
ン
テ
ナ
移
動
装
置
点
検
整
備

(1)　入庫台№1、2、出庫台№1、2ﾄﾗﾊﾞｰｻの

(2)　装置各部の据付けボルト等の点検を行う

(3)　装置各部の位置検出近接ｽｲｯﾁ、ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ等

(4)　制御盤内機器の焼損・異臭確認・接続ｹｰﾌﾞﾙ

(5)　油圧ユニットの点検を行うこと。

(6)　装置各部の給油状況の確認を行うこと。

(7)　動作確認を行うこと。

　



整備個所 図番 整備内容及び特記事項 必要資材 数量 備　考

21

2 枚 支給

・Ｏリング

　無い事を確認すること。 4 個 支給

・ｶﾞｽｹｯﾄ（水側）

　無い事を確認すること。 JIS10K-40A 4 枚 支給

・防食亜鉛棒

6 個 支給

　 ・掃除棒

2 本 支給

整備個所 図番 整備内容及び特記事項 必要資材 数量 備　考

22

W-101000-22 1 枚 支給

・Ｏリング

　無い事を確認すること。 W-101000-20 2 個 支給

・防食亜鉛棒

　無い事を確認すること。 2 個 支給

・掃除棒（ブラシ付）

メーカー純正品 1 本 支給

　
３
　
貯
留
・
搬
出
設
備

　
４
　
コ
ン
パ
ク
タ
用
油
圧
ユ
ニ
ッ
ト
整
備

(1)　施工前に冷却水量の確認を行うこと。 ・ｶﾞｽｹｯﾄB

(2)　ｵｲﾙｸｰﾗの分解清掃・点検を行うこと。 LCD-870F用-19

(3)　組立後、30分後の気密試験を行い、漏れの

LCD-870F用-25

(4)　施工後水量調整を行い、油漏れ、水漏れが

LCD-870F用-22

LCD-870F用

　
４
　
資
源
物
梱
包
機
設
備

　
１
　
油
圧
ユ
ニ
ッ
ト
整
備

(1)　施工前に冷却水量の確認を行うこと。 ・ｶﾞｽｹｯﾄB

(2)　ｵｲﾙｸｰﾗｰの分解清掃・点検を行うこと。

(3)　組立後、30分後の気密試験を行い、漏れの

(4)　施工後水量調整を行い、油漏れ、水漏れが

W-101000-18・19

(5)　施工後の試運転確認を行うこと。



整備個所 図番 整備内容及び特記事項 必要資材 数量 備　考

23

24

25

　場機器の動作確認・点検・調整を行うこと。

26

27   こと。

28

29

30

31

　　清掃を行うこと。

　　試験調整を行うこと。

　
５
　
電
気
・
計
装
設
備

１
　
計
装
機
器
整
備

(1)　各指示調節計の点検調整を行うこと。

※ YME152 9台(指示計）及びKAM111 2台(調節計)

(2)　蒸気流量、圧力及び温度計等に係る各現

※ 変換器　11台及び発信機　8台

(3)　各計装機器のループテストを行うこと。

２
　
警
報
装
置
機
能
点
検
整
備

(1)　故障警報のﾙｰﾌﾟﾁｪｯｸを含む動作確認を行う

３
　
酸
素
濃
度
計
点
検

(1)　酸素濃度計 検出部プローブ発信器の点検

(2)  校正ユニットの点検清掃を行うこと。

(3)  受信器の点検清掃を行うこと。

(4)  校正ユニット、受信器、中央操作室DCSの



整備個所 図番 整備内容及び特記事項 必要資材 数量 備　考

32

1 個 支給

　　のﾌｨﾙﾀｴﾚﾒﾝﾄの交換を行うこと。

2 個 支給

　  確認試験を行うこと。

　  試験調整を行うこと。

33 ・メタン用センサ

HW-6213 5 個 支給

　  験を行うこと。

　
６
　
そ
の
他
設
備

１
　
可
燃
性
ガ
ス
濃
度
計
整
備
　

(1)　回転破砕機内部、回転ごみ供給ｺﾝﾍﾞﾔ、 ・MCフィルタエレメント(大）

　　No1回転ごみｺﾝﾍﾞﾔ測定用の可燃ｶﾞｽ濃度計

・MCフィルタエレメント(小）

(2)　各可燃性ｶﾞｽ濃度計のｶﾞｽ校正を行い、作動

(3)　中央操作室の可燃ｶﾞｽ濃度計受信盤の機能

　
２
　
ガ
ス
検
知
器
警
報
機
整
備

(1)　共同溝のﾒﾀﾝ用ｾﾝｻの交換を行うこと。

(2)　各ｶﾞｽ検知器のｶﾞｽ校正を行い、作動確認試

(3) ﾒﾀﾝｶﾞｽ制御盤の機能試験調整を行うこと。



整備個所 図番 整備内容及び特記事項 必要資材 数量 備　考

34

35

36 　　行うこと。

　　取り付け、結線を行うこと。

　  こと。

　
７
　
集
塵
設
備

１
　
排
風
機
電
動
機
搬
出
入
　

(1)　排風機電動機(3台　剪断系・回転系・

　　ｽﾃｰｼﾞ回転系)の離線及び取外し、搬出を

(2)　整備後の排風機電動機(3台　剪断系・回転

　　系・ｽﾃｰｼﾞ回転系)の搬入及び心出しを含む

(3)　据付後の絶縁測定及び試運転確認を行う


